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令和３年度行政監査の結果に関する報告について 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づき、

令和３年度行政監査の結果に関する報告を次のとおり提出する。 
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第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ選定とその趣旨 

テーマ「普通財産（土地・建物）の管理と活用について」 

普通財産は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条第４項において、

「地方公共団体が公用又は公共用に供し、又は供することと決定した行政財産以外

の一切の公有財産である。」と定められ、同法第２３８条の５第１項では、「これを

貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を

設定することができる。」とされている。そして、地方財政法（昭和２３年法律第１

０９号）第８条では、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理

し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」と定

められている。 

また、平成２６年４月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務

書類の作成に関する統一的な基準が示され、原則として、平成２９年度までに、全て

の地方公共団体において統一的な基準による財務書類等を作成するよう要請された。

そのため、本区は、平成２８年度末に固定資産台帳を整備し、平成２８年度決算から

統一的な基準による財務書類を作成したところである。 

 今年度の行政監査は、普通財産（土地・建物）の管理と活用について、その状況を

把握し、管理は適切に行われているか、有効活用されているか、貸付けに関する事務

は適正に行われているかなどを調査し、適正な財産管理事務の執行に資することを

目的として実施する。 

 

２ 監査対象 

  区が保有する普通財産（土地・建物）   基準日：令和３年３月３１日 

 

３ 監査の基本方針 

  普通財産の管理について、関係法令や規則にのっとり適正に行われ、その活用が

図られているか監査を行う。 

 

４ 監査対象部局 

  総務部総務課、財務部資産総合管理課、危機管理対策部防災課、区民部地域振興 

課、区民部文化振興課、スポーツ部スポーツ振興課、福祉部管理課、福祉部障がい者

福祉課、子ども家庭部保育課、健康推進部生活衛生課、土木部管理課、土木部交通政 

策課、土木部公園課 

 

５ 監査の主な着眼点 

（１）登記の状況は適正か。 

（２）現況を把握し、維持管理が適切に行われているか。 

（３）貸付け等を行っている場合に、適正な手続が行われているか。 

（４）公有財産台帳が整備され、異動等の記載は正確であるか。 

（５）未利用財産の有効活用が図られているか。 
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６ 監査の実施方法 

普通財産（土地・建物）を所管している所属に対して、５「監査の主な着眼点」に

基づき、調査票及び関係書類の提出を求め、必要に応じて説明を聴取するとともに、 

実地調査を行った。 

 

７ 監査実施期間 

（１）書面監査 令和３年１１月９日（火）から令和４年３月４日（金）まで 

（２）実地調査 令和３年１２月２７日（月） 

（３）監査委員説明聴取 令和４年１月６日（木） 

   財務部資産総合管理課 

 

第２ 監査結果 

調査の結果、提出された関係書類の書面監査、実地調査等を実施した結果、おおむ 

ね適正に処理されていた。しかし、下記記載のとおり、改善が求められる点が見受け 

られた。 

本区における普通財産の概要と監査結果は次のとおりである。 

 

１ 本区における公有財産の保有状況について 

令和２年度末現在、本区の公有財産の保有状況は、表１のとおりである。土地の 

所有面積は５５８，７５３．３２㎡で、内訳は、行政財産が５０７，９００．２８㎡ 

（９０．９％）、普通財産が５０，８５３．０４㎡（９．１％）となっている。 

また、建物の所有面積は５５２，２７４．９１㎡で、内訳は、行政財産が 

４７６，４５９．３８㎡（８６．３％）、普通財産が７５，８１５．５３㎡ 

（１３．７％）となっている。 

 

表１ 公有財産の保有状況 

 区    分 令和２年度末現在残高 構成比 

土 地 

行 政 財 産 
公 用 財 産 25,398.42  ㎡ 4.5% 

公 共 用 財 産 482,501.86  ㎡ 86.4% 

普 通 財 産  50,853.04  ㎡ 9.1% 

合  計  558,753.32  ㎡ 100.0% 

建 物 

行 政 財 産 
公 用 財 産 54,962.37  ㎡ 10.0% 

公 共 用 財 産 421,497.01  ㎡ 76.3% 

普 通 財 産  75,815.53  ㎡ 13.7% 

合  計  552,274.91  ㎡ 100.0% 

有 価 証 券 （ 社 債 ）  4,520,000,000  円 ― 

出 資 に よ る 権 利  345,095,392  円 ― 

そ の 他 財 産  2,161,155,740 円 ― 

  ※ 上記のほか、工作物 6,239,465,700円、有価証券 121,200株を保有している。 

  ※ その他財産は、温泉権及び無体財産権をいう。 
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２ 本区の普通財産（土地・建物）の保有状況 

（１）所管部別の保有状況 

渋谷区公有財産管理規則（昭和４０年区規則第１５号、以下「規則」という。） 

  第６条第１項において、「普通財産の管理に関する事務は、財務部長が行う。」こ 

  ととされている。ただし、「財務部長が必要と認めるものについては、所管部長が 

  当該事務を行う。」とされている。 

令和２年度末現在、本区の普通財産（土地・建物）の所管部別保有状況は、表２ 

のとおりである。 

 普通財産のうち土地の保有状況については、子ども家庭部が５２件・ 

１５，２８５．１６㎡（３０．１％）、土木部が１３件・１４，７０６．４４㎡ 

（２８．９％）、財務部が４０件・１１，５２９．３４㎡（２２．７％）となって 

いる。 

 

表２ 所管部別保有状況 

普 通 財 産 保 有 部 課 
土  地 建  物 

件数 面積（㎡） 件数 延床面積（㎡） 

総 務 部 総 務 課 14 5,315.86  21 1,873.50  

財 務 部 資産総合管理課 40 11,529.34  10 4,106.30  

危機管理対策部 防 災 課 8 1,151.21  4 1,197.77  

区 民 部 
地 域 振 興 課 0 ― 1 87.90  

文 化 振 興 課 0 ― 3 4,881.30  

ス ポ ー ツ 部 スポーツ振興課 0 ― 1 297.37  

福 祉 部 
管 理 課 4 1,463.23  1 7,111.11  

障がい者福祉課 3 495.66  3 1,063.33  

子ども家庭部 保 育 課 52 15,285.16  16 13,453.22  

健 康 推 進 部 生 活 衛 生 課 1 906.14  0 ― 

土 木 部 

管 理 課 7 4,046.86  0 ― 

交 通 政 策 課 4 67.58  3 41,743.73  

公 園 課 2 10,592.00  0 ― 

合  計 135 50,853.04  63 75,815.53  

※ 外形上は一体的な財産でも公有財産台帳にて個別に登録されている場合は各１件とし 

て集計している。 

  ※ 令和３年４月１日付け組織改正により、総務部庁舎管理課は総務部総務課に、生涯学 

習・スポーツ振興部スポーツ振興課はスポーツ部スポーツ振興課に変更されている。 

 

３ 普通財産（土地・建物）の貸付状況 

（１）貸付けの状況（無償・有償） 

   規則第２８条第１項において、「普通財産の貸付料は、適正な時価により評定し 

  た額をもって定めなければならない。」と規定されている。ただし、財産の交換、 

  譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年区条例第１６号）第４条第１項によ 
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り、⑴国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するとき、⑵前号のほ 

か、特に必要があると認めるときには、無償又は減額の貸付けをすることができ 

ると規定されている。 

  令和２年度末現在の本区の貸付状況は、表３のとおりである。 

本区の貸付けの状況については、土地の有償貸付が９件・１７，０３７．３２㎡ 

（４３．７％）、建物の有償貸付が６件・４４，３１０．４０㎡（６７．２％）と 

なっている。 

 

  表３ 貸付けの状況（有償・無償） 

区分 
土  地 建  物 

件数 面積（㎡） 構成比 件数 面積（㎡） 構成比 

有 償 貸 付 9件  17,037.32  43.7% 6件  44,310.40  67.2% 

無 償 貸 付 48件  21,917.77  56.3% 24件  21,676.60  32.8% 

合 計 57件  38,955.09  100.0% 30件  65,987.00  100.0% 

  ※ 有償貸付には、減額貸付を含む。 

 

（２）用途別貸付状況 

貸付用途については、土地の貸付件数のうち４７．４％を公益的事業が占め、次 

  いで３６．８％が保育施設、５．３％が駐車場等となっている。建物では、５０％ 

を保育施設、３０％を公益的事業が占めている。 

 公益的事業には、公共団体、警察のほか、防災設備などのために町会や自主防 

災組織に対し、防災資機材倉庫用地として土地等の一部が貸し付けられている。 

 また、その他には、マンション用地と商業施設用地として貸し付けられている。 

 

  表４ 用途別貸付状況 

貸付用途 
土  地 建  物 

件数（件） 面積（㎡） 件数（件） 面積（㎡） 

高 齢 者 

福 祉 施 設 

特別養護老人

ホ ー ム 等 
1 1,463.23  1 7,111.11  

高齢者ショー

ト ス テ イ 
1 453.88  1 525.24  

障 が い 者

福 祉 施 設 

障がい者グル

ー プ ホ ー ム 
1 231.40  1 386.32  

障 が い 者 

支 援 施 設 
1 264.26  1 398.16  

保 育 施 設 認可保育所等 21 15,285.16  15 13,453.22  

駐 車 場 等 3 497.86  2 38,399.41  

公益的事業 27 5,602.30  9 5,713.54  

そ の 他 2 15,157.00  0 ― 

合  計 57 38,955.09  30 65,987.00  
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４ 監査対象部局の監査の結果 

  下記の（１）から（５）の監査の主な着眼点別に、監査対象部局における監査結果 

は、次のとおりである。 

（１）登記の状況は適正か。 

地方自治体が所有する不動産は、不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）附 

  則第９条等において、未登記であることは許容されているものの、登記は第三者 

  に対して、不動産の権利者であると対抗できる重要な手段であり、規則第１２条 

  においても、「登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続を 

しなければならない。」と規定されている。 

 土地については、１３５件中５件、建物については、６３件中３６件が未登記 

となっていた。 

 このことについて、財務部では原則として、土地については、取得時に登記の 

手続をする一方、建物については、その多くが区の刊行物やホームページで周知 

し、一般の取引の対象になりにくいことが明らかであることから、建物の所有形 

態や使用状況等を総合的に考慮した上で、登記の要否を判断している旨回答があ 

った。 

 なお、財務部では、土地・建物の区分に関わらず、不動産の取得にあたっては、 

規則第１２条に基づき、全て公有財産台帳に登録しているとのことであった。 

 

（２）現況を把握し、維持管理が適切に行われているか。 

未利用物件の維持管理の状況をみると、未利用の土地などでは、不法占拠や滅 

失・棄損などのないよう区所有の旨を示す看板の設置や簡易なフェンスを設置す 

るとともに、除草や樹木等の管理など、周辺環境に配慮した管理が行われている 

ことを確認した。 

 特に指摘すべき事項は見受けられなかった。 

 

（３）貸付け等を行っている場合に、適正な手続が行われているか。 

貸付財産については、財務部において土地、建物等を購入し、業務に関連する部 

に引渡し、当該部において貸付けの手続を行っている。 

   規則に規定されている普通財産貸付手続について、申請書、減免申請書、貸付

契約書、貸付料算出資料及び決裁原議を査閲した。おおむね適正に処理されてい

ることを確認したが、改善を要する事例が次のとおり見受けられた。 

ア 無償貸付契約において、貸付期間が満了しているにも関わらず契約が更新され

ないまま貸付けが継続して行われていた事例【資産総合管理課】 

イ 貸付期間開始後に、契約書が締結されていた事例【資産総合管理課、文化振興 

課】 

ウ 契約書の契約年月日が未記入となっていた事例【文化振興課】 

エ 契約書が訂正されているにも関わらず、訂正印がない事例【資産総合管理課】 

など、貸付手続に誤りがあるものが少なからず見受けられた。 

 

公有財産台帳管理については、財務部より所管部に対して毎年度更新依頼を行っ

ているとのことだが、依然として適正な管理ができていない所管課が見受けられる。

単なる台帳の更新を依頼するだけでなく、公有財産を管理監督する部署として、規則
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にのっとり、登録内容をチェックし、適正な管理・事務処理に努められたい。 

今後は、各所管課への周知方法の見直し、マニュアルの整備、チェック機能の充 

実を図り、適正な事務執行にあたられたい。 

 

（４）公有財産台帳が整備され、異動等の記載は正確であるか。 

規則第１５条第１項において、「財務部長は、公有財産について、台帳を備える 

とともに、その変動のあった都度、補正しておかなければならない。」と規定され 

ている。 

建物について既に滅失登記されているにも関わらず、台帳に記載されているな 

ど、台帳が適正に更新されていない事例が見受けられた。 

【保育課・資産総合管理課】 

 

  公有財産台帳の整備は、資産総合管理課で行っているものの、保育課より提出さ 

れた更新データに基づいて台帳を整備していたため、誤りに気付かなかった。今後 

は、登録内容をチェックし、適正な台帳管理に努められたい。 

 

（５）未利用財産の有効活用が図られているか。 

   監査日現在、未利用となっていた普通財産については、次のとおりである。 

① 本町４丁目土地（渋谷区本町４丁目３６番２２）（旧公衆浴場跡地） 

② 本町４丁目土地（渋谷区本町４丁目９番１）（区民施設隣地） 

③ 旧富山臨海学園土地・建物（千葉県南房総市久枝７８４番地） 

④ 元上原小学校用地（渋谷区上原３丁目１２５８番３０） 

⑤ 元区道敷（渋谷区代々木３丁目６５番８９） 

上記①及び②については、１０年以上も手付かずのまま、放置されていた。実地 

調査の結果、特に売却又は行政利用に支障があるとは認められなかった。 

また、③についても、施設の管理及び売却に向けての手続については、適正に処 

理されていたものの、売却、貸付けは難航している。 

さらに、④及び⑤については、実地調査の結果、売却又は行政活用は困難であ 

ると認められた。 

【資産総合管理課】 

 

 上記のうち、①及び②については、所管部から、「令和３年３月に本町地区防災都 

市づくりグランドデザインが策定され、地域の将来像やまちづくりの戦略、実行プロ 

グラムが示されたことから、都市整備部と連携して、具体的な利活用について検討す 

る。」との回答があった。今後、維持管理費用もかかることから、時期を逸すること 

なく、早急な対応を図られたい。 

 また、③についても、今後、施設の老朽化及び台風などの自然災害により、維持管 

理費用がかかることが想定されるため、早急に処理されたい。 

 さらに、④及び⑤については、長期間放置することなく、道路用地に用途変更をす 

るなど、適正な処理を図られたい。 
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５ 総括意見 

  普通財産（土地・建物）の貸付けは、区民ニーズの高い福祉施設、保育施設等の民

間による整備促進、区有財産の効率的かつ有効な活用を図る点で重要かつ効果的な

方法のひとつである。 

  しかし、一般定期借地権は５０年以上、事業用定期借地権は３０年以上５０年未

満という長期の契約となり、長期間にわたり当該普通財産の使用状況の把握や必要

に応じて貸付先事業者等に対して指導、交渉等を行っていく必要がある。さらに、

土地、建物の貸付け、管理運用を適正に行っていくためには、土地、建物等の不動産

に関する知識や貸付けに係る契約、正確な台帳整備等公有財産等の管理運用に関す

る一定の専門知識が必要となる。 

  長期にわたり普通財産の管理業務を適切に進めていくためには、まず、財務部に

おいては、財産管理事務の統括のみならず、積極的に組織全体の総合調整に当たる

ことが求められており、財産管理業務の統一的な執行方法を確立した上で、研修又

は説明会等により職員への周知を徹底し、関係各部を指導するとともに、定期的な

点検、評価を行う等の体制整備を強化されたい。また、所管部においては、貸付け及

び財産管理業務の重要性を十分認識し、貸付事務等の財産管理業務に当事者意識を

持ってあたられたい。 

  また、監査日現在において、未利用の普通財産（土地）の中には、用途廃止後の残

地である元小学校用地といった利用に供しがたいものがあることも認められるが、

原則、普通財産は、区民と共有する貴重な財産としてその経済的価値を最大限に発

揮させることが求められるものである。改めて本区にとって将来的な有用性がある

ものか判断し、今後とも有効活用の検討を積極的に図られたい。 

  普通財産をはじめ公有財産全般の効果的運用及び活用により区民福祉の一層の向

上が図られるとともに、貸付料等による歳入の確保により効率的な財産運営に寄与

することを期待するものである。 
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<参 考> 

普通財産（土地）１３５件           【基準日：令和３年３月３１日】 

 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

1 代々木１丁目 37番 31 171.90 利用中   住民自主管理施設 
 

2 鉢山町 3 番の 1 157.42 利用中   住民自主管理施設 
 

3 広尾１丁目 75番 1 1.16 

利用中   住民自主管理施設  

4 広尾１丁目 75番 3 9.76 

5 広尾１丁目 76番 2 8.44 

6 広尾１丁目 76番 34 0.07 

7 広尾１丁目 77番 27 0.09 

8 本町１丁目 15番 19 146.34 
利用中   住民自主管理施設  

9 本町１丁目 15番 33 14.34 

10 東１丁目 146 番 109.34 利用中   住民自主管理施設 
 

11 桜丘町 110 番 20 132.00 利用中   住民自主管理施設 
 

12 宇田川町 28番 49 50.04 

貸付中 77 年 7 月 
一般定期借地 

権設定契約 
マンション用地 有償 13 宇田川町 28番 79 4484.10 

14 宇田川町 96番 3 30.86 

15 恵比寿２丁目 25番 12 4.86 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

16 恵比寿３丁目 58番 1 5.00 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

17 恵比寿３丁目 51番 10 52.00 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

18 恵比寿４丁目 56番 7 17.43 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

19 恵比寿４丁目 56番 8 15.71 
貸付中 15 年 貸付契約 交番用地 無償 

20 恵比寿４丁目 54番 9 69.33 

21 恵比寿４丁目 65番 8 
27.54 貸付中 1 年 貸付契約 商店街事務所 減額 

17.68 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

22 渋谷３丁目 54番 1 6.27 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

23 東２丁目 53番 8 11.63 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

24 東３丁目 84番 3 8.36 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

25 神泉町 105 番 4 15.33 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

26 円山町 54番 4 6.25 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

27 代官山町 9 番 1 64.30 
貸付中 1 年 賃貸借契約 時間貸駐車場 有償 

28 代官山町 9 番 21 47.98 

29 初台２丁目 18番 3 13.16 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

30 広尾５丁目 31番 29 6.30 貸付中 5 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

31 本町１丁目 56番 1 58.28 貸付中 5 年 貸付契約 消防団資機材格納庫 無償 

32 本町４丁目 5 番 1 26.92 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

33 本町４丁目 33番 1 7.92 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

34 本町５丁目 5 番 2 11.72 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

35 笹塚２丁目 46番 8 10.35 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

36 千駄ヶ谷５丁目 17番 13 5.00 貸付中 3 年 貸付契約 自主防災組織倉庫 無償 

37 代々木神園町 60番 6 先 401.07 貸付中 1 年 賃貸借契約 乗馬倶楽部用地 減額 
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 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

38 恵比寿西２丁目 19番 6 273.65 貸付中 11 年 賃貸借契約 ひとり親用ｼｪｱﾊｳｽ 有償 

39 桜丘町 95番 1 453.88 貸付中 11 年 賃貸借契約 デイサービス施設 有償 

40 南房総市久枝 784 番 84.73 
貸付中 5 年 貸付契約 千葉県安房郡富山町 無償 

41 南房総市久枝 701 番 49.19 

42 千駄ヶ谷５丁目 34番 3 333.88 
貸付中 30 年 貸付契約 

特別区人事・厚生事

務組合 
無償 

43 千駄ヶ谷５丁目 34番 4 333.88 

44 代々木３丁目 65番 89 38.99 未利用   【元区道敷】 
 

45 笹塚２丁目 46番 15 21.30 利用中   私道共有部分  

46 西原１丁目 47番 4 263.53 利用中   
保育園及び公園庭球

場管理事務所 
 

47 本町４丁目 36番 22 360.99 未利用   【旧公衆浴場跡地】 
 

48 本町４丁目 9 番 1 127.27 未利用   【区民施設隣地】 
 

49 上原３丁目 1258番 30 37.95 未利用   【元小学校用地】 
 

50 幡ヶ谷２丁目 42番 2 13.32 利用中   
隣地工場のフォーク

リフト巡回場所 
 

51 
南房総市久枝字一本松

784 番 
4262.37 

未利用   【旧富山臨海学園】  

52 
南房総市久枝字一本松

788 番 
585.12 

53 
南房総市久枝字矢の田

700 番 
581.81 

54 
南房総市久枝字矢の田

701 番 
2797.09 

55 神宮前３丁目 19番 3 41.57 
利用中   防災職員住宅  

56 神宮前３丁目 18番 88 174.93 

57 千駄ヶ谷２丁目 312 番 16 170.01 
利用中   防災職員住宅  

58 千駄ヶ谷２丁目 312 番 19 24.59 

59 初台２丁目 15番 11 486.12 利用中   防災職員住宅 
 

60 笹塚１丁目 28番 15 219.86 

利用中   防災職員住宅  61 笹塚１丁目 28番 18 22.47 

62 笹塚１丁目 28番 21 11.66 

63 上原２丁目 1119番 6 1403.97 

貸付中 5 年 貸付契約 
特別養護老人ホーム 

及びこども園 
無償 

64 上原２丁目 1119番 14 27.30 

65 上原２丁目 1140番 3 7.18 

66 上原２丁目 1119番 39 24.78 

67 東２丁目 58番 13 231.40 貸付中 5 年 貸付契約 グループホーム 無償 

68 笹塚２丁目 16番 2 254.00 
貸付中 5 年 貸付契約 障がい者支援施設 無償 

69 笹塚２丁目 16番 3 10.26 

70 宇田川町 53番 11,12 77.83 
貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

71 宇田川町 53番 3 624.27 
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 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

72 西原２丁目 47番 7 472.72 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

73 西原２丁目 46番 1 224.00 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 
74 西原２丁目 46番 2 636.54 

75 西原２丁目 46番 3 36.36 

76 西原２丁目 46番 4 273.89 

77 本町３丁目 38番 8 119.81 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

78 本町３丁目 38番 9 222.43 

79 本町３丁目 38番 10 79.99 

80 本町３丁目 38番 15 126.80 

81 本町３丁目 38番 16 119.40 

82 神宮前６丁目 10番 1 134.13 
貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

83 神宮前６丁目 10番 7 20.00 

84 代々木５丁目 14番 18 1044.19 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

85 代々木５丁目 14番 19 23.14 

86 代々木５丁目 14番 20 46.28 

87 代々木５丁目 14番 37 20.93 

88 代々木５丁目 14番 38 50.28 

89 代々木５丁目 14番 39 16.01 

90 代々木５丁目 14番 40 32.03 

91 代々木５丁目 14番 56 30.10 

92 代々木５丁目 14番 57 20.09 

93 代々木５丁目 14番 58 7.24 

94 代々木５丁目 14番 59 9.55 

95 代々木５丁目 14番 60 13.87 

96 代々木５丁目 14番 61 7.49 

97 代々木５丁目 14番 62 14.74 

98 渋谷１丁目 18番 1 443.57 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

99 上原２丁目 1119番 6 1825.78 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 
100 上原２丁目 1119番 14 35.50 

101 上原２丁目 1140番 3 9.34 

102 上原２丁目 1119番 39 32.22 

103 上原１丁目 1320番 6 121.38 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 104 上原１丁目 1320番 8 9.74 

105 上原１丁目 1320番 9 1.04 

106 神宮前５丁目 6 番 1 919.59 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

107 上原２丁目 1191番 28 253.23 

貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 108 上原２丁目 1191番 49 221.02 

109 上原２丁目 1191番 30 225.84 

110 代々木４丁目 37番 4 号 183.06 
貸付中 30 年 

事業用定期借 

地権設定契約 
認可保育所 有償 

111 代々木４丁目 37番 19 号 110.84 
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 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

112 神宮前３丁目 18番 25 1230.47 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

113 代々木４丁目 27番 10 790.71 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

114 幡ヶ谷２丁目 42番 2 1491.79 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

115 代々木２丁目 35 番 1345.33 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

116 西原１丁目 47 番 66.00 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

117 笹塚３丁目 48番 1 224.22 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

118 
恵比寿西２丁目 13 番

4,6,7 
157.08 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

119 西原１丁目 22番 1 117.54 
貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

120 西原１丁目 22番 43 904.31 

121 宇田川町 53番 3 61.45 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

122 宇田川町 28番 21 906.14 未利用   

R3 年 5 月 28 日行政

財産取得【渋谷区子

育てネウボラ用地】 

 

123 恵比寿４丁目 11番 1 1030.89 貸付中 1 年 貸付契約 区民菜園 無償 

124 代々木４丁目 6 番 30 480.00 貸付中 1 年 貸付契約 区民菜園 無償 

125 千駄ヶ谷１丁目 16番 34 1735.06 

貸付中 1 年 貸付契約 
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

大会会場用地 
無償 

126 千駄ヶ谷１丁目 16番 4 103.69 

127 千駄ヶ谷１丁目 15番 1 131.42 

128 千駄ヶ谷１丁目 33番 30 247.80 

129 渋谷３丁目 20番 32 318.00 貸付中 1 年 賃貸借契約 平面駐車場 有償 

130 神南１丁目 25番 17 8.55 

貸付中 4 年 貸付契約 駐輪場 無償 
131 神南１丁目 25番 42 6.04 

132 神南１丁目 25番 46 29.97 

133 神南１丁目 25番 18 先 23.02 

134 渋谷１丁目 26番 2 6041.00 
貸付中 

34 年 10

月 

事業用定期借 

地権設定契約 

ミヤシタパーク 

商業施設用地 
有償 

135 神宮前６丁目 20 番 4551.00 

 

普通財産（建物）６３件 

 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

1 代々木１丁目 37番 10 号 271.50 利用中   住民自主管理施設 
 

2 鉢山町 3 番 1 号 108.04 利用中   住民自主管理施設 
 

3 神宮前３丁目 19番 5 号 108.07 利用中   住民自主管理施設 
 

4 笹塚３丁目 22番 10 号 39.74 利用中   住民自主管理施設 
 

5 代々木４丁目 23番 12 号 73.75 利用中   住民自主管理施設 
 

6 広尾１丁目 11番 5号 102 59.72 利用中   住民自主管理施設 
 

7 本町１丁目 15番 19 号 108.04 利用中   住民自主管理施設 
 

8 笹塚１丁目 50番 16 号 100.59 利用中   住民自主管理施設 
 

9 笹塚１丁目 50番 16 号 18.37 利用中   自主管理施設の倉庫 
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 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

10 笹塚１丁目 50番 16 号 41.58 貸付中 1 年 貸付契約 笹塚昭和町会集会室 無償 

11 神宮前６丁目 21番 11 号 85.54 利用中   住民自主管理施設 
 

12 東１丁目 11番 6 号 47.86 利用中   住民自主管理施設 
 

13 幡ヶ谷２丁目 53番 7 号 89.42 利用中   住民自主管理施設 
 

14 東２丁目 20番 18 号 48.62 利用中   住民自主管理施設 
 

15 桜丘町 30番 2 号 153.72 利用中   住民自主管理施設 
 

16 幡ヶ谷３丁目 39番 1 号 78.52 利用中   住民自主管理施設 
 

17 本町６丁目 32番 11 号 92.74 利用中   住民自主管理施設 
 

18 代々木２丁目 13番 9 号 137.29 利用中   住民自主管理施設 
 

19 千駄ヶ谷２丁目 2 番 10 号 72.00 利用中   住民自主管理施設 
 

20 広尾１丁目 11番 5号 101 60.63 貸付中 3 年 貸付契約 選挙管理委員会倉庫 無償 

21 上原１丁目 1 番 25 号 77.76 利用中   

上原出張所管内で公益

的活動を行っている団

体で、あらかじめ区が

認めた団体の集会場、

会議室等で利用 

 

22 
恵比寿西２丁目 19番 10

号 
539.99 貸付中 11 年 賃貸借契約 ひとり親用ｼｪｱﾊｳｽ 有償 

23 桜丘町 11番 8 号 525.24 貸付中 11 年 賃貸借契約 デイサービス施設 有償 

24 恵比寿西１丁目 23番 4 号 54.01 貸付中 5 年 貸付契約 恵比寿地区防災倉庫 無償 

25 幡ヶ谷１丁目 10番 9 号 48.13 貸付中 1 年 貸付契約 
幡ヶ谷西町会防災倉

庫 
無償 

26 南房総市久枝 784 870.52 

未利用   【旧富山健康学園】  

27 南房総市久枝 784 3.24 

28 南房総市久枝 784 1351.66 

29 南房総市久枝 784 634.10 

30 南房総市久枝 784 11.41 

31 南房総市久枝 784 68.00 

32 神宮前３丁目 19番 5 号 125.35 利用中   防災職員住宅 
 

33 千駄ヶ谷２丁目 2 番 10 号 72.00 利用中   防災職員住宅 
 

34 初台２丁目 15番 1 号 566.13 利用中   防災職員住宅 
 

35 笹塚３丁目 36番 13 号 434.29 利用中   防災職員住宅 
 

36 西原２丁目 26番 7 号 87.90 貸付中 5 年 貸付契約 西原町会事務所 無償 

37 桜丘町 23番 21 号 4789.02 貸付中 40 年 定期賃貸借契約 
一般社団法人他 7 団

体 
有償 

38 桜丘町 23番 21 号 71.66 貸付中 10 年 定期賃貸借契約 公益社団法人 有償 

39 桜丘町 23番 21 号 20.62 貸付中 3 年 定期賃貸借契約 医療社団法人 有償 

40 笹塚１丁目 50番 16 号 297.37 利用中   

地区の方で構成された

登録メンバーがスポー

ツ・会議等で使用 
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 所在地 
面積 

㎡ 

利活用 

の状況 
貸付期間 契約の種類 利活用の目的 

貸付料 

の状況 

41 上原２丁目 2 番 17 号 7111.11 貸付中 5 年 貸付契約 
特別養護老人ホーム

及びこども園 
無償 

42 笹塚２丁目 16番 1 号 398.16 貸付中 5 年 貸付契約 障がい者支援施設 無償 

43 幡ヶ谷２丁目 19番 14 号 386.32 貸付中 5 年 貸付契約 グループホーム 無償 

44 恵比寿西２丁目 13番 5 号 278.85 未利用   
グループホーム

R3.12.1 開設 
 

45 宇田川町 38番 4 号 579.96 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

46 神宮前６丁目 10番 14 号 333.15 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

47 渋谷１丁目 18番 9 号 669.12 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

48 上原２丁目 2 番 17 号 802.78 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

49 上原１丁目 18番 6 号 304.25 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

50 神宮前５丁目 6 番 1 号 1280.50 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

51 桜丘町 23番 21 号 795.06 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

52 本町６丁目 6 番 2 号 1402.95 貸付中 5 年 貸付契約 認定こども園 無償 

53 神宮前３丁目 18番 8 号     

旧宿舎は令和元年 3 月

29 日付、滅失登記。公

有財産削除もれ 

 

54 代々木４丁目 27番 6 号 1494.58 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

55 幡ヶ谷２丁目 42番 15 号 973.31 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

56 代々木２丁目 35番 1 号 1975.81 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

57 西原１丁目 47番 2 号 537.84 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

58 笹塚３丁目 48番 1 号 303.22 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

59 笹塚２丁目 34番 12 号 798.66 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

60 恵比寿西２丁目 13番 5 号 1202.03 貸付中 5 年 貸付契約 認可保育所 無償 

61 宇田川町 1 番 1 号 38363.87 貸付中 30 年 賃貸借契約 駐車場 有償 

62 道玄坂１丁目 1 番 3344.32 利用中   駐車場車路  

63 道玄坂１丁目 2 番先 35.54 貸付中 3 年 貸付契約 自転車等駐輪場 無償 

 


